
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

七

二

号

高
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
に
お
け
る
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
の
あ
り
方
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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高
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
に
お
け
る
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
記
述
の
あ
り
方
に
関
す
る
再

質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
は
北
方
領
土
と
竹
島
に
係
る
問
題
の
二
つ
の
み
で
あ
る
が
、
右
は
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て

も
十
分
に
浸
透
し
、
理
解
さ
れ
て
い
る
か
。
政
府
の
認
識
如
何
。

二

昨
年
十
二
月
二
十
二
日
、
文
部
科
学
省
が
発
表
し
た
高
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
（
以
下
、
「
改
訂
案
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
で
あ
る
北
方
領
土
と
竹
島
の
問
題
は
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
前
回

答
弁
書
」
で
は
「
文
部
科
学
省
が
昨
年
十
二
月
二
十
二
日
に
公
表
し
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
案
（
以
下
「
改
訂

案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
が
学
校
に
お
け
る
教
育
内
容
に
関
す
る
全
国
的
な
大
綱
的
基
準
で
あ
る
こ

と
に
照
ら
し
て
、
北
方
領
土
問
題
及
び
竹
島
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
述
し
て
は
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
地
理
歴
史
科
の

地
理
Ｂ
で
は
『
領
土
問
題
の
現
状
や
動
向
を
扱
う
際
に
は
日
本
の
領
土
問
題
に
も
触
れ
る
こ
と
』
と
さ
れ
て
お
り
、
北
方
領

土
問
題
及
び
竹
島
問
題
は
こ
こ
で
い
う
『
日
本
の
領
土
問
題
』
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ

て
い
る
。
領
土
問
題
が
我
が
国
の
主
権
、
尊
厳
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
学
習
指
導
要
領
が
学
校
に
お
け
る
教
育
内

一



容
に
関
す
る
全
国
的
な
大
綱
基
準
で
あ
る
の
な
ら
、
な
お
さ
ら
領
土
問
題
に
つ
い
て
明
確
な
記
述
を
し
、
確
た
る
基
準
を
示

す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
改
訂
案
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
と
外
務
省
と
の
間
に
意
見
の
相
違
や
対
立
は
な
い
。
」
と
の
答

弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
改
訂
案
」
に
北
方
領
土
と
竹
島
に
係
る
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
関
し
て
明
確
な
記
述

を
す
る
べ
き
か
否
か
に
つ
き
、
政
府
部
内
、
特
に
文
科
省
と
外
務
省
の
間
に
意
見
の
相
違
や
対
立
は
あ
る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
『
竹
島
領
土
権
確
立
島
根
県
議
会
議
員
連
盟
』
か
ら
は
、
従
来
よ
り
、
学
習
指
導
要

領
に
お
い
て
竹
島
問
題
に
つ
い
て
記
述
す
る
よ
う
要
望
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
改
訂
案
に
つ
い
て

は
、
特
段
の
要
望
は
受
け
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
一
月
二
十
九
日
現
在
も
、
政
府
は
右
答
弁

に
あ
る
議
員
連
盟
並
び
に
島
根
県
よ
り
、
「
改
訂
案
」
に
竹
島
問
題
を
記
述
す
る
旨
求
め
る
要
請
、
要
望
は
受
け
て
い
な
い

の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


